
第２条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の報酬は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことがで

きる。 

第５条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第２項中「第１条第３

項」を「第１条第４項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

日額の報酬について、月の初日からその月の末日までの間における出務の数

により計算した額をその月又はその翌月に属する日のうち任命権者が定める日

に支給することができることとすること等のため、この条例を制定するもので

ある。 

 

 

議案第   号 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市基金条例の一部を改正する条例 

川崎市基金条例（昭和４６年川崎市条例第２号）の一部を次のように改正す 

る。 

第３条第１項第１号の表公共下水道事業基金の項、庁舎整備基金の項、地球

環境保全基金の項及び学校施設整備基金の項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

公共下水道事業基金、庁舎整備基金、地球環境保全基金及び学校施設整備基

金を廃止するため、この条例を制定するものである。 

 

議案第 ６ 号


